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資料１ 

令和６年度役員選出について 
 

 

１．会 長 の 選 出 （１名） 

 

 

２．副会長の選出（１名） 

 

 

３．監査員の選出（２名） 

 

 

４．関連規定 

 

（１）くにたち食育推進・給食ステーション設置条例 

（設置） 

第１条 将来にわたって全ての児童生徒に安心安全で栄養バランスの取れたおいしい給食を継続して提

供するとともに、顕在化する食に関する課題の解決並びに子どもたちの健やかな成長及び市民の食を通

じたより豊かな生活の実現に貢献するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法

律第162号）第30条及び学校給食法（昭和29年法律第160号）第６条の規定に基づき、くにたち食育

推進・給食ステーション（以下「給食ステーション」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 給食ステーションの位置は、次のとおりとする。 

国立市泉１丁目３番地６ 

（管理運営） 

第３条 給食ステーションは、国立市教育委員会（以下「委員会」という。）が管理運営する。 

（職員） 

第４条 給食ステーションに施設の長その他必要な職員をおく。 

（事業） 

第５条 給食ステーションは、次の事業を行う。 

(１) 国立市立小学校及び国立市立中学校の学校給食に係る物資の調達、調理及び輸送に関する事業 

(２) 食育に関する事業 

(３) 前２号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めた事業 

（運営審議会） 

第６条 学校給食の運営について適切な実施を図るため、国立市学校給食運営審議会（以下「運営審議会」

という。）を設置する。 

２ 運営審議会は、学校給食に関する管理運営事項その他必要な事項を審議し決定したことを委員会に答

申する。 

３ 運営審議会委員は、委員会が委嘱する。 
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（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。 

附 則（省略） 

 

（２）国立市学校給食運営審議会規則 

（目的） 

第１条 この規則は、くにたち食育推進・給食ステーション設置条例（昭和43年４月国立市条例第７号）

第６条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。 

（構成） 

第２条 国立市学校給食運営審議会（以下「審議会」という。）の委員は、次の各号に掲げる者を委嘱す

る。 

(１) 市立学校長代表 １名 

(２) 市立学校給食主任代表 １名 

(３) 市立学校食育リーダー代表 １名 

(４) 市立学校保護者代表 各校１名 

(５) 市立学校医代表 １名 

(６) 市立学校薬剤師代表 １名 

(７) 学識経験者 若干名 

（任期） 

第３条 委員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第４条 審議会に次の役員をおく。 

(１) 会長 １名 

(２) 副会長 １名 

(３) 監査員 ２名 

２ 役員は、委員の互選による。 

３ 会長は、審議会を代表し会議を主宰する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。 

５ 監査員は、給食費の経理について定期および臨時に監査を行ない、その結果を審議会に報告しなけ

ればならない。 

（会議） 

第５条 審議会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のとき会長の決するところによる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、食育推進・給食ステーションにおいて処理する。 

附 則（省略） 
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（３）国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例（抜粋） 

 

  第１条 国立市特別職の職員で非常勤のもの（以下「特別職の職員」をいう。）の報酬および費用弁

償は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 

  第２条 前条の特別職の職員は次のとおりとする。 

  (36) 給食センター運営審議会委員 

  第４条 第２条第16号から第76号までの特別職の職員の報酬は、別表第２による。 

  第６条 特別職の職員が公務のため管外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。 

  ２ 前項の規定による旅費の額は、市長に対して支給する旅費の例による。 

  第７条 特別職の職員が他の特別職の職員を兼ねる場合においては、報酬の併給を妨げない。ただし、

１日のうちに重複して出張したときは、その者本来の職に対してのみ費用弁償として旅費を支給

する。 

  第８条 この条例に定めるもののほか、その支給方法については、一般職の職員の例による。 

  ２ その他必要な事項については、市長が定める。 

  

 付 則（省略） 

  

別表第２ 

職名 報酬額 

国立市学校給食運営審議会委員 日額 9,100円 
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